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午後２時 ００分開 会  

【青木計 画課長】  それ では定 刻で ございま すので、 ただい まか

ら府中市 都市計画 審議会 を開会 して いただき たいと存 じます 。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の久保 よりご挨 拶申し あげ

ます。  

【久保都 市整備部 長】  委員の 皆様 、こんに ちは。本 日は大 変お

忙しい中 、ご出席 をいだ きまし て、 まことに ありがと うござ いま

す。  

 本日の 案件は、 審議事 項とい たし まして、 関係者の 皆様の ご尽

力により まとまり 、ご提 案いた だき ました幸 町二丁目 地区地 区計

画の原案 の１件、 報告事 項とい たし ましては 、３年間 にわた り市

民の皆様 により検 討を重 ねてい ただ きました 府中都市 計画に 関す

る基本的 な方針、 地域別 まちづ くり 方針市民 案につい ての１ 件、

合わせて ２件でご ざいま す。  

 よろし くご審議 を賜り ますよ うお 願いを申 しあげま して、 ご挨

拶とさせ ていただ きます 。どう ぞよ ろしくお 願いいた します 。  

【青木計 画課長 】 そ れでは 、会長 、よろしく お願いい たしま す。  

【議長】  皆さん 、こん にちは 。日 頃より都 市計画審 議会の 運営

につきま して何か とお世 話にな って おります 。  

 今日は 暦を見る と立春 で、早 咲き の梅もち らほらと 咲いた よう

でござい ます。  

 それで は、府中 市都市 計画審 議会 に入りま す。  

 会議を 開催する にあた り、本 日の 委員の方 々の出欠 状況で ござ

いますけ れども、 ○○委 員さん と○ ○委員さ んが急き ょ欠席 とい

うことで ２名の方 が欠席 されま す。 会議開催 の可否で ござい ます
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けれども、定足数 に達して おりま す ので、会議 は成立 いたしま す。  

 なお、 本日、傍 聴の方 が６名 お見 えになっ ておりま す。  

 それで は、これ から始 めたい と思 いますが 、まず本 日の会 議の

議事録の 署名人に ついて を決め たい と思いま す。府中 市都市 計画

審議会運 営規則第 １３条 第２項 に、 議事録に は議長及 び議長 が指

名する委 員が署名 するも のと規 定さ れており ますので 、私の ほう

から指名 させてい ただい てよろ しい でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、本 日の議 事録 の署名人 につきま しては 、議

席番号１ ７番の○ ○委員 さんと 、議 席番号１ 番の○○ 委員さ んに

お願いし たいと思 います が、よ ろし くお願い します。 それに 異議

ございま せんね。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、次 に移り ます 。  

 本日、 審議事項 が１件 ござい ます 。これに つきまし ては、 議案

の説明、 そしてそ の後、 ご質問 等を お伺いし 、検討い ただい て、

最後に採 決という 順序で 進めた いと 思います ので、よ ろしく お願

いいたし ます。  

 それで は日程第 １、第 １号議 案、 府中都市 計画地区 計画幸 町二

丁目地区 地区計画 の原案 を議題 とい たします ので、議 案の説 明を

よろしく お願いい たしま す。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、ただ いま議 題と

なりまし た第１号 議案、 府中都 市計 画地区計 画幸町二 丁目地 区地

区計画の 原案につ きまし て、ご 説明 いたしま す。  

 本件に つきまし ては、府 中市地 域 まちづく り条例の 規定に より、
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地域住民 から、地 域のま ちの将 来像 を描く地 区計画の 原案が 申し

出され、 都市計画 の原案 として 作成 しました ので、お 諮りす るも

のです。  

 なお、 この原案 は、地 区内で 相続 などによ る敷地の 細分化 をき

っかけに 、地域住 民のま ちづく りに 対する機 運が高ま り、原 案の

申し出に 至ったも ので、 住民提 案型 の４件目 です。  

 それで は、詳細 につき まして はパ ソコンを 使いまし てご説 明さ

せていた だきます 。前方 のスク リー ンをご覧 ください 。  

 スクリ ーンに表 示され ていま すの は、資料 の３ペー ジでご ざい

ます。こ ちらは当 該計画 地の位 置図 です。図 面の表示 は、上 が北

方向とな っていま す。計 画地は 、東 京農工大 学農場の 南東に 位置

し、いち ょう通り の西側 に位置 する 幸町二丁 目地区で 、幸町 浄水

場を含む 図中の赤 で示し た場所 です 。  

 次にス クリーン に表示 されて いま すのは、資 料の４ ページで す。

こちらは 当該計画 地の計 画図で す。 赤い点線 で囲まれ ている 範囲

が地区計 画区域と なりま す。本 地区 は、スク リーンに 緑で示 して

おります 「住宅地 区」と 、黄色 で示 していま す「公共 公益施 設地

区」の２ 地区に分 けられ ます。 また 、建築の ルールの ある範 囲の

地区整備 計画地区 は、青 い点線 で囲 われてい る区域に なりま す。  

 本地区 の位置図 を航空 写真に 落と し込みま すと、現 況はス クリ

ーンのよ うになり ます。 こちら が都 水道局幸 町浄水場 です。 ここ

は公共公 益施設地 区とな ります 。こ ちらが住 宅地区内 の生産 緑地

と住宅地 区です。  

 こちら が計画地 の現況 写真で す。 地区の北 西から東 方向を 向い

ています 。計画地 内では ２階か ら３ 階建ての 戸建住宅 や共同 住宅
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がほとん どを占め ていま す。  

 こちら は住宅地 区の現 況写真 です 。左の写 真、こち らが地 区の

北側の様 子です。右の写真 が、地 区内 の西方向 を向いて おりま す。  

 こちら は公共公 益施設 地区の 都水 道局幸町 浄水場の 南側の 現況

写真です 。左の写 真は、 浄水場 の南 側の道路 を東方向 に向い てい

ます。右 の写真は 、浄水 場の正 門前 の様子で ございま す。  

 それで は、資料 の１ペ ージに 戻り まして、 名称です が「幸 町二

丁目地区 地区計画 」です 。  

 位置は 、府中市 幸町二 丁目地 内。 面積は約 ３．６ヘ クター ルで

す。  

 地区計 画の目標 につい ては、 本地 区は、大 部分が昭 和３０ 年代

に分譲住 宅地とし て開発 され、 緑豊 かなゆと りのある 低層住 宅地

として住 環境が保 たれて いる地 区で す。府中 都市計画 マスタ ープ

ランにお いても、 低層住 宅専用 ゾー ンに位置 づけられ ている こと

から、将 来にわた って緑 豊かな ゆと りのある 低層住宅 地とし て良

好な住環 境を維持 、保全 してい くこ とを目標 としてい ます。  

 続きま して、区 域の整 備、開 発及 び保全に 関する方 針です 。  

 土地利 用の方針 では、 本地区 を住 宅地区と 公共公益 施設地 区に

区分し、それぞ れの土 地利用の 方針 を定め、「住宅地 区」では、緑

豊かなゆ とりのあ る低層 住宅地 とし て、敷地 の細分化 を防止 し、

落ち着い た雰囲気 を持っ た良好 な住 環境の維 持・保全 を図る こと

とします。「 公共公益 施設地 区」では 、公共公益施 設とし ての機 能

を維持し ます。  

 次に、建 築物な どの整備 の方針 に ついてで す。５点 ございま す。

こちらの 方針につ いては 、地区 整備 計画のあ る住宅地 区のみ に定
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められま す。  

 １点目 は、ゆと りある まち並 みを 確保する ため、建 築物の 敷地

面積の最 低限度を 定めま す。  

 ２点目 は、隣地 の日照 ・採光 ・通 風やプラ イバシー などに 配慮

し、壁面 の位置の 制限を 定めま す。  

 ３点目 は、低層 住宅地 として の住 環境を維 持するた め、建 築物

の高さの 最高限度 を定め ます。  

 ４点目 は、良質 な市街 地景観 を誘 導するた め、建築 物や広 告物

の形態又 は色彩な どの制 限を定 めま す。  

 ５点目 として、 防災性 及び安 全性 の向上を 図り、緑 豊かな 市街

地を形成 するため 、垣又 はさく の構 造の制限 を定めま す。  

 １枚め くってい ただき まして 、２ ページを ご覧くだ さい。 住宅

地区の建 築物に関 する事 項につ いて 説明させ ていただ きます 。  

 再びパ ソコンに よりご 説明さ せて いただき ます。ス クリー ンを

ご覧くだ さい。  

 まず建 築物の敷 地面積 の最低 限度 について です。１ 敷地１ ００

平方メー トル以上 として 、宅地 の狭 小化を防 止します 。ただ し、

現在、既 に敷地面 積が１ ００平 方メ ートル未 満の土地 につい ては

対象除外 となりま す。  

 次に、 壁面の位 置の制 限につ いて は、プラ イバシー や日照 ・採

光などの 住環境を 保全す るよう に、 建築物の 外壁、又 はこれ にか

わる柱の 面の位置 の道路 境界線 まで の距離を ０．５メ ートル 以上

といたし ます。  

 続きま して、建 築物の 高さの 最高 限度につ いてです 。建築 物の

高さは１ ０メート ル以下 として 、良 好な低層 住宅地の 形成を 図り
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ます。  

 次に、 建築物等 の形態 又は色 彩そ の他の意 匠の制限 といた しま

して、建 築物の外 壁、屋 根及び 工作 物の色彩 は、府中 市景観 計画

の色彩基 準に適合 したも のとし ます 。  

 屋外広 告物等を 設置す る場合 には 、周囲の景 観と調 和するよ う、

色彩、形 態、設置 位置に 留意す るも のとしま す。  

 最後に 、垣又は さくの 構造の 制限 につきま しては、 道路に 面し

て設けら れます垣 又はさ くの構 造は 、生け垣 又は透過 性のあ るフ

ェンスと すること とし、 高いブ ロッ ク塀など は設置不 可とし て、

開放感や 防災面の 向上を 図りま す。 ただし、 コンクリ ートブ ロッ

ク造、レ ンガ造、 鉄筋コ ンクリ ート 造、及び これらに 類する 構造

で高さが ０．６メ ートル 以下の もの は除外い たします 。  

 最後に 、今後の 予定で ござい ます が、本審 議会でご 審議、 ご了

承いただ けました ら、当 該地区 計画 の原案の 内容につ きまし て、

公衆の縦 覧に供し 、当該 区域内 の関 係権利者 の意見を 聞いて まい

ります。 また、東 京都と 協議す ると ともに、 都市計画 の決定 に向

けた手続 を進めて まいり ます。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ただい ま議案 の説明 を終 わりまし た。  

 これよ りご質問 等に入 りたい と思 います。 どうぞご 遠慮な く。

ございま せんでし ょうか 。はい 、○ ○委員さ ん。  

【委員】  前から お話は 聞いて おり ましたけ れども、 住民提 案型

というこ とで、こ の幸町 の地区 で、 そういう 形で住民 のほう から

提案をさ れた中で こうい う地区 計画 ができる というこ とは、 本当

にすばら しいこと だと思 います 。  
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 その上 で、二、 三お尋 ねをし たい のですけ れども、 ここの 地域

について は、地権 者が何 人ぐら いい らして、 基本的に ほぼ全 員の

方が賛成 されたの か、反対 の方が ど のぐらい いらっし ゃった のか、

そのあた りの状況 を教え ていた だけ ればと思 います。  

 あと、 今回の制 限に対 して、 現行 の中で制 限オーバ ーにな って

いるよう な状況と か、問 題にな りそ うなとこ ろがある のかど うか

というこ とを、ま ずお尋 ねした いと 思います 。  

 それか ら、ここ は道路 も比較 的整 備されて いると認 識して いる

のですけ れども、 道路幅 員４メ ート ル未満の ところも 若干あ るの

かどうか 。  

 あと、 周辺の道 路が少 し狭い イメ ージを持 っている のです けれ

ども、そ のあたり はどう なので すか というこ とでお尋 ねいた しま

す。  

 それか らもう１ 件は、 浄水場 の関 係なので すけれど も、こ の計

画の中に 浄水場も 入って いると いう ことで、 東京都も 了解を され

ているの だと思い ますけ れども 、こ の浄水場 を、例え ば将来 的に

建て替え をする場 合には どんな 対応 になるの ですかと いうふ うな

ことで、 何年前に できて 、耐用 年数 がどうの こうのと いうの がよ

く分から ないので すけれ ども、 当面 、問題な いのか、 もし建 て替

えるよう な折は、 高さ制 限１０ メー トルとか 、そうい うふう なの

は分かる のですけ れども 、何か 制約 みたいな ものがあ るのか どう

か。物が 物だけに 、地下 を掘り 返し たり、い ろいろあ るのだ と思

うのです けれども 、そう いうこ とで 何かある のかどう か、参 考ま

でに教え ていただ ければ 。  

 以上で す。  
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【議長】  以上の 点につ きまし て、 お願いし ます。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  ４点、 ご質問が あった かと

思います が、１点 目の地 権者数 と賛 同率でご ざいます が、土 地所

有者数で お答えさ せてい ただき ます 。土地所 有者数が １９６ 名で

ございま す。こち らのほ うに提 案さ れている 方で賛同 率とい うこ

とで、大 体７割５ 分以上 の方が 賛同 されてい るという ことに なろ

うかと思 います。  

 それか ら２点目 の、制 限オー バー があるか というこ とでご ざい

ますが、 ほとんど ないの ですが 、地 区内に１ １９軒、 建物が ござ

います。 その建物 で、今 回、目 的が 主に地区 の敷地の 細分化 防止

というこ とで、建 築物の 最低敷 地面 積を１０ ０平方メ ートル とし

ています 。今現在 、その 部分で 既存 不適格に なる数を 申しあ げま

すと、１ ３軒ござ います 。  

 それか ら、道路 はどの ように なっ ているか というこ とでご ざい

ますが、 基本的に 地区内 の道路 は、 建築基準 法上の道 路、市 道に

もなって おりまし て、外 周の西 側の 道路が建 築基準法 第４２ 条２

項道路で ございま して、 幅員が ４メ ートルに 若干満た ないと いう

ような状 況でござ います 。ほか に、商 店街の東 側の一部 が、若干、

幅員が４ ｍに満た ないと いうよ うな 状況もご ざいます 。  

 ４点目 の、浄水 場の建 て替え のと きの対応 はという ことで ござ

いますが 、今回、 地区計 画をか ける にあたり まして、 東京都 に参

っており ます。そ の中で 、当面 、建 て替えと いうのは 考えて いな

いような のですが 、この 地区計 画の 中では建 物の制限 を定め てお

りません ので、地 区計画 の変更 が必 要な場合 は、そう いった こと

も視野に 入れて、 都市計 画の中 で建 て替えに ついて東 京都と 協議
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していく というこ とにな ろうか と思 います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  はい、 ○○委 員さん 、ど うぞ。  

【委員】  最初の 状況、 賛同率 ７５ パーセン トという 話です けれ

ども、と いうこと は、逆 に言う と残 りの２５ パーセン トは反 対だ

ったとい うことな のです か。そ のあ たり、２ ５パーセ ントが どう

いう状況 なのかと いうの を、も う一 度、参考 までに教 えてて いた

だければ と思いま す。  

 あと、 道路の関 係で、 北側の 都市 計画道路 がたしか ありま すよ

ね。これ 、直接関 係ない ですけ れど も、せっ かくこう いうと ころ

で地区計 画ができ るにあ たって 、直 近の北側 の部分は 完成し てい

ますけれ ども、何 かそのま ま残っ て いるよう な状況に なって いて、

これは解 決したん でした かね。 国分 寺街道ま で抜ける 話とい うの

はどうな っている のか。 住民提 案で やってい るところ は進ん で、

市が主導 でやって いると ころは 進ま ない感じ になって もいけ ない

と思いま すから、そのあた りのこ と を参考ま でに教え てくだ さい。 

 以上で す。  

【議長】  お願い します 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  賛同が ７５パー セント で、

残りの２ ５パーセ ントは 反対な のか というこ とですが 、これ は原

案の申し 出をいた だいて おりま して 、その原 案の申し 出に名 前を

書かなか ったとい うこと で、反 対と いうこと ではござ いませ ん。

賛同者と して、そ こに名 前を連 ねな かったと いうこと です。  

【委員】  反対は なかっ たわけ です ね。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  はい。 アンケー ト調査 を実
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施してお ります。 そのア ンケー ト調 査の中で 、回答を ９６票 いた

だいてい るのです が、そ の中で 明確 に賛同で きないと おっし ゃっ

ている方 は３票ご ざいま した。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【竹内土 木課長】  今回 、ご説 明し ておりま す地区計 画の北 側に

位置いた します府 中都市 計画道 路３ ・４・１ ３号天神 町晴見 線の

進捗状況 というこ とでご ざいま すけ れども、 国分寺街 道から いち

ょう通り の手前ま で、約５ ７０メ ー トル、この 区間に つきまし て、

市のほう で平成１ ５年か ら、関 連道 路も含め まして、 ２区間 に分

けまして 、今年度 、西の ほうの 地区 で電線共 同溝の引 き込み の工

事、それ から歩道 のイン ターロ ッキ ングの工 事、歩道 は今現 在、

進めてい るところ ですけ れども 、こ れにより まして、 一応終 了と

いうこと になりま す。  

 ただ、 今、ご質 問のご ざいま した 、ちょう ど真ん中 あたり でご

ざいます けれども 、計画 道路上 に１ 件、それ から共有 で皆さ んお

持ちの私 道が１件 、それ から歩 道が 少しかか るところ の４件 で、

まだ協力 が得られ ていな いとい う状 況にござ います。 それで 、市

としまし ては、何 とかご 協力を とい うことで お話しさ せてい ただ

いており ますけれ ども、引 き続き 、こ の不同意 者に対し まして は、

協力をお 願いして いくと ともに 、今 後、法的 な措置の 検討を も視

野に入れ ることも 考えて おりま す。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 どうぞ 、○○ 委員 さん。  

【委員】  今、竹 内課長 のご答 弁が あった点 について は、よ ろし

くお願い します。 いろい ろ大変 だと は思いま すけれど も、も うい
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ま一歩と いうとこ ろへ来 ていま すの で、ぜひ よろしく お願い いた

します。  

 今回の 件につき まして は、冒 頭申 しあげま したよう に、本 当に

住民提案 型という ことで 、提案 され てから結 論が出る まで、 比較

的短い時 間で、さ すがに すばら しい という印 象を持っ ていま すか

ら、ぜひ これが府 中市の ほかの 地域 のモデル になるよ うな形 で進

めていた だければ と思っ ており ます 。そうい う意味で 、何名 か、

ほんのわ ずか、反 対され た方と か、 いろいろ 問題のあ る方も いら

っしゃる のかもし れない ですけ れど も、今後 も引き続 き、そ うい

った住ん でいる住 民の皆 さんと か関 係者の皆 さんの要 望を聞 きな

がら、せ っかくこ ういう 形で進 めて こられた ので、今 後、円 滑に

進んでも らって、 やっぱ りこう いう 形で地区 計画をす ること が、

自分たち にとって もいい ことな のだ というこ とでご理 解をい ただ

いて、そ れが府中 市全体 のモデ ルに なるよう な方向で 、ぜひ 進め

ていただ ければと いうこ とをお 願い して、了承 したい と思いま す。 

 ありが とうござ いまし た。  

【議長】  今、○ ○委員 さんか ら、 きめの細 かい対応 につい てお

話がござ いまして 、未同 意者は どん なことを やるにも 必ずい るの

で、本当 にそうい う方々 に市の ほう ではどう いう方々 が行っ て、

説得とい うか、お 願いし ている ので すか。部 長さんク ラス、 ある

いは副市 長さんク ラスが 行って いる のか、ど ういう方 が行っ てい

るのです か。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  未同意 といいま すか、 賛同

できない 方のとこ ろに、 どのよ うな 人間が行 ったかと いうこ とで

ございま すが、私 でござ います 。  
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【議長】  そうで すか。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  はい、 私、副主 幹でご ざい

ます。私 と担当で 参りま して、 その 反対とい うことで はなく て、

相続のと きどうな るか、ち ょっと 心 配なのだ というよ うなこ とで、

市がやる ことに対 して反 対はし ない という方 などに事 情を説 明し

てまいっ たという ことで ござい ます 。  

 以上で す。  

【議長】  はい。 そして 最終的 には 何とかめ どがつき そうだ とい

うような 見通しで すね。 そうい うこ とだそう でござい ますの で、

ほかには ございま せんか 、この 件に 関連しま して。は い、○ ○委

員さん、 どうぞ。  

【委員】  中身の 話なの ですけ れど も、２ペ ージ目の 下から 二つ

目のマス なのです けれど も、建 築物 等の形態 又は色彩 その他 の意

匠の制限 の２のほ うなの ですけ れど も、この２ の規定 というの は、

内容的に 抽象的に せざる を得な いの だろうと 、ここが 精一杯 の規

定なのだ と思うの ですけ れども 、具 体的にそ の地区計 画に基 づく

届け出が あったと きに、 市とし ては どういう ような観 点から チェ

ックする かという ことを 具体的 に教 えていた だきたい 。ちょ っと

中身が抽 象的だな という 感じが する ものです から、質 問させ てく

ださい。  

【議長】  その点 につき まして 、抽 象的だか ら、もっ と具体 的に

ね。  

【委員】  制限規 定です からね 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  ２点目 の屋外広 告物な どを

設置する 場合には 、周囲 の景観 と調 和するよ う、色彩 、形態 及び
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位置、場 所に留意 したも のとす ると いう、こ のくだり のご質 問か

と思いま すが、今 現在、 屋外広 告物 ガイドラ インとい うもの を作

っており ます。法 律的な 明確な 制限 ではない のですが 、その ガイ

ドライン に基づき まして 行政指 導を させてい ただくと いうよ うな

ことを考 えてござ います 。  

【青木計 画課長】  今の 抽象的 なと ころを、 今後どの ように 取り

扱ってい くかとい うこと だと思 いま すけれど も、地域 の将来 的な

まちづく りは、地 域の方 が進め てい くことが 本来の姿 だと思 いま

す。その 一つの手 段とし て地区 計画 という手 法を使っ ての取 り組

みになる かと思い ます。  

 そこで 、地域の 方には 説明会 の中 でお願い はしてお ります けれ

ども、こ れが最終 目的で はない とい うことで 、これか ら地域 の方

のコミュ ニティと いうも のが、 さら に一層、 必要にな ってく ると

思います 。地域の 方がど ういう ふう に維持、 保全して いくか とい

うところ を、改め て地域 の中で ご協 議いただ くような 組織づ くり

を、ぜひ お願いし たいと 思って いま すので、 それも一 部、お 話を

させてい ただいて いると ころで ござ います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  どうぞ 、○○ 委員さ ん。  

【委員】 ここの ところは 大変難 し いのだと 思うので すけれ ども、

１番では 府中景観 計画の 色彩基 準と いう、こ れでもま だ分か らな

いところ はあるの ですけ れども 、ま あしかし 、ここに 物差し が出

てきてい ると。さ っきの ような お話 だと、ガ イドライ ンみた いな

ことを入 れること が、そ の制限 規定 ですから 、権利義 務の関 係に

おいて、 いいよう な気が するの です けれども 、この部 分は意 見で
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すから、 ちょっと おっし ゃって いる ようなこ ともよく 分かり ます

けれども 、何か違 和感を 感じま す。  

【青木計 画課長】  色彩 に関し ては 、景観計 画の中で は、色 彩基

準を設け 、さらに ガイド ライン を、 設けてお ります。 現在、 屋外

広告物に 関しても ガイド ライン を作 成してお ります。 これも 本年

の４月１ 日に施行 できる ように 進め ておりま すので、 届出が あっ

た場合、 ガイドラ インに 基づい てお 願いして いこうと 思って いま

す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  はい。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  この内 容につ きまし ては 、住民提 案型でこ のよう なま

ちづくり の、自分 たちでル ールを 作 っていく というこ とにつ いて、

本当に努 力された 住民の 皆さん に大 変、敬意 を表した いと思 いま

す。  

 それで 、一番最 後のと ころで 、垣 又はさく の構造の 制限と いう

のがあり ますけれ ども、 説明の 中で も、かな りブロッ ク塀で すと

か、特に 高いもの に関し て制限 をか けていく というこ とがこ こに

出されて いますが 、既に もうブ ロッ ク塀など でさくを つくら れて

いるよう な方が多 いので はない かと 思います けれども 、もし そう

いう方が 、今後、 これは 決して 、既 存の場合 はそこま で及ば ない

のかもし れません けれど も、こ れを 機会に変 えていき たいと 思っ

たときに、今ある 市の垣根 に対す る 助成事業 というの でしょ うか、

そういう ものが十 分に使 い切れ るの か。割と 長い垣根 にしな いと

補助がつ かないと か、何 か制限 はあ るのかと 思います が、そ の市
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の施策と の関連に ついて は、何 か今 後、改善 といいま すか、 対象

を広げる 必要性は ないの かどう かの お考えを 伺います 。  

【議長】  お願い します 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  既存で ブロック のある もの

について は、その 地区計 画が決 定し たからす ぐにとい うこと では

なくて、 例えば建 て替え の際で すと か、そう いったと きにや って

いただく というこ とにな ろうか 思い ます。  

 生け垣 につきま しては 、担当 課か らお答え いたしま す。  

【大川公 園緑地課 長】  市内の 生け 垣の設置 に対する 奨励金 制度

につきま しては、 この地 区につ いて も該当い たします 。現在 は、

生け垣の 基準で言 います と、３ メー トル以上 ある生け 垣につ いて

助成する ことがで きます 。あと は高 さが８０ センチ以 上、生 け垣

の内容と しまして は、１ メート ルの 中に３本 以上の樹 木が植 栽さ

れている ことが、 おおよ その規 定で ございま す。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  分かり ました 。３メ ート ルですと 、かなり 、ほと んど

の、何か 変えたい ときに は使え るの かなとい う気がい たしま すの

で、ぜひ こういう 制度も 積極的 に広 報してい ただけた らと思 いま

す。  

 以上で す。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  先ほど 来、既 存の現 状で の部分と いうこと であっ たの

で、全体 として確 認です けれど も、 今の生け 垣等の話 もあっ たの

ですが、 先ほどの 敷地の 話であ ると か、今、 それぞれ に制限 をか
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けていく というこ とでな ったと 思う のですが 、それに ついて 、現

状につい ては、先 ほど生 け垣等 でお 答えにな ったとお り、特 に既

存部分に ついてす ぐに改 変する とい うことで はなくて 、その 建て

替えに合 わせて対 応して という こと で、すべ ての項目 につい てそ

ういう考 え方でい いのか という 確認 だけさせ てくださ い。  

【議長】  お願い します 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  地区計 画で定め ている こと

につきま しては、 基本的 には建 築基 準法、ま た地区計 画の条 例と

連動して ございま すので 、既定 の建 築基準法 等の規定 のルー ルに

従って処 理されま す。で すから 既存 について は、そう いった 考え

方になろ うかと思 います が、地 区の 方が自主 的に取り 組まれ る範

囲につき ましては 、この 限りで ない ことにな ります。  

 以上で ございま す。  

【議長】  どうぞ 、○○ 委員さ ん。  

【委員】  確認で したの で、あ りが とうござ いました 。  

 いずれ にせよ、 今回の 議案に つい ては、本 当に提案 をされ て、

住民の方 々で本当 におま とめに なっ たという ことで、 評価し たい

と思いま すし、賛 成した いと思 いま す。  

 以上で す。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。  

（「なし」 の声）  

【議長】  ないよ うでし たら、 採決 に入りた いと思い ますが 、第

１号議案 について お諮り いたし ます けれども 、府中都 市計画 幸町

二丁目地 区地区計 画の原 案につ いて 、原案の とおり決 するこ とに

異議ござ いません でしょ うか。  
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（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 それでは 原案のと おりと いた

します。  

 次に、 日程第２ 、報告 事項、 府中 都市計画 に関する 基本的 な方

針（地域 別まちづ くりの 方針） 市民 案につい て報告を 受けた いと

思います ので、報 告をよ ろしく お願 いいたし ます。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、日程 第２、 府中

都市計画 に関する 基本的 な方針 （地 域別まち づくりの 方針） 市民

案につい て報告し ます。  

 「地域 別まちづ くり方 針」と は、 府中市に おける都 市計画 の上

位計画で あります 「府中 都市計 画に 関する基 本的な方 針」の 中で

位置づけ られてい るもの で、市 民の 日常生活 圏を踏ま え、市 内を

八つの地 域に分け 、地域 ごとの まち づくりの 方針を示 すもの でご

ざいます 。  

 現在、 本市では 「地域 別まち づく り方針」 の策定作 業を進 めて

おりまし て、この 件につ きまし ては 、平成１ ９年６月 ２８日 開催

の本審議 会におい てもご 報告し たと ころでご ざいます が、そ の後

の状況な どにつき まして 、再度 ご報 告させて いただく もので す。  

 詳細に つきまし ては、 担当主 査か らご説明 いたしま す。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  それでは 、お手元 の資料 の確

認からお 願いいた します 。  

 初めに 、Ａ４横 の概要 版が９ ペー ジまでご ざいます 。  

 続きま して、Ａ ４縦の 市民案 の冊 子が２４ ５ページ まであ りま

す。  

 内容の 説明の前 に、こ れまで の経 過をご説 明いたし ます。 こち
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らの市民 案は、各 地域か らの市 民参 加により 、およそ ２年間 かけ

て市と市 民の協働 作業に より検 討を 行い、作 成したも のです 。  

 市民参 加の手法 として は、公 募及 び各団体 推薦から なる地 域別

まちづく り方針市 民検討 会を設 置し 、平成１ ９年３月 ４日に 第１

回の市民 検討会を 開催い たしま して 、その後 、各地域 により 最寄

の文化セ ンターに おいて ８回か ら１ ０回開催 された市 民検討 会の

中で議論 や検討を 行って きまし た。  

 各地域 の議論が 終わっ た後は 、そ れぞれの 地域から ２名ず つ、

計１６名 の世話人 を出し てもら い、 世話人会 を２回開 催し、 最終

の取りま とめを行 いまし た。  

 そして 先月の１ 月２３ 日に、 世話 人の方々 から、こ の市民 案が

野口市長 へ手渡さ れまし た。  

 本日は 、お時間 も限ら れてい るこ ともござ いますの で、概 要版

を用いま して、概 略を説 明させ てい ただきま す。  

 概要版 の表紙を １枚め くって いた だきまし て、目次 をご覧 くだ

さい。ま ず、この 目次に より「 地域 別まちづ くり方針 市民案 」の

構成をご 説明いた します 。  

 冒頭で 各地域の 将来像 を掲げ てお りまして 、２番目 としま して

「地域の 整備方針 」を示 してお りま す。ここ では各分 野別の 整備

方針を掲 げており 、２－ １とし て「 土地利用 ・市街地 整備方 針」、

２－２と して「道路・交 通体系」、２ －３とし て「公園・緑地 等」、

２－４と して「景観 のまち づくり」、２－５と して「防災 のまち づ

くり」、２－ ６として「 福祉の まちづ くり」という 六つの 分野か ら

成り立っ ておりま す。そして ３とし て、「ま ちづく りの推 進に向 け

て」を記 載してお ります 。  
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 目次の 右隣に示 してあ る図は 、八 つの地域 に分けた 地域区 分図

となって おります 。  

 続きま して、内 容の説 明に入 りた いと思い ます。１ 枚おめ くり

いただき まして、 １ペー ジをご 覧く ださい。  

 最初に 、１の「 地域の 将来像 」に ついてご 説明しま す。各 地域

でのいろ いろな課 題を市 民委員 の皆 さんから それぞれ 挙げて もら

いまして 、それら をどの ように 解決 していく かを検討 しても らい

ました。 この項目 は、各 地域の 総合 的な思い がまとめ られて いる

もので、 それぞれ の地域 のスロ ーガ ンという ことにな ります 。  

 次に、 ３ページ をご覧 くださ い。 こちらに は「土地 利用・ 市街

地整備方 針」がご ざいま す。大 きく 【駅周辺 の方針】、【住宅 地の

方針】、【 その他（ 幹線道 路沿道 、地 域の商店 街、工業 系地域 、基

地跡地な ど）の方 針】の 大きく 三つ に分けて 検討して きまし た。

各文章の 語尾にご ざいま す括弧 書き の丸数字 は、どの 地域か ら出

た意見な のかを示 してご ざいま す。  

 続きま して 、４ペー ジをご 覧くだ さい。「 道路交 通体系 の整備 方

針」にな りますが 、こち らは【 幹線 道路の整 備】、【生 活道路 の整

備】、【公 共交通の 充実】 の三つ のテ ーマに分 けて検討 してお りま

す。【幹線道 路の整備】では、未 施工 の都市計 画道路に ついて の議

論が多く ありまし た。【生活 道路の 整 備】では、歩行 者の安 全対策

を重点的 に話し合 いまし た。【公共 交 通の充実】で は、鉄道、バス、

駅前の放 置自転車 などの テーマ を重 点的に検 討しまし た。  

 続きま して、５ ページ をお開 きく ださい。 こちらに は「公 園・

緑地等の 整備方針 」が示 されて おり ます。こ こでは大 きく三 つの

テーマか ら構成さ れ、【公園・緑地等 の整備】、【緑 のまち づくり】、
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【水と緑 のネット ワーク 】につ いて 議論され ました。 現在の 公園

の管理方 法や、農 地・崖 線・ケ ヤキ 並木の保 全などが 主な意 見と

して挙げ られてお ります 。  

 続きま して、６ ページ をご覧 くだ さい。こ ちらは「 景観の まち

づくり方 針」となっ ており ます。【自 然を生か した景観 】、【歴史 を

生かした 景観】、【 駅周辺 などの 景観 】、【住宅 地の景観 】の四 つの

テーマに ついて、 府中ら しい景 観を どのよう に守り育 ててい くか

という点 で議論さ れまし た。  

 ７ペー ジをご覧 くださ い。こ ちら は「防災 のまちづ くり」 とい

うことで、【 災害に強 い市街 地整備】、【避難所等の 機能強 化】、【地

域の防災 体制の強 化】と いう三 つの テーマで 話し合わ れ、建 物の

倒壊や地 震時の出 火によ る延焼 被害 を抑える ため、ど のよう にま

ちを整備 していく かなど の方針 を検 討いたし ました。  

 次に、 ８ページ をご覧 くださ い。 こちらは 「福祉の まちづ くり

方針」で すが、【まち のバリ アフリー 化の推進 】につ いてと【地域

における 福祉環境 等の充 実】の ２テ ーマにつ いて検討 しまし た。

その中で は、道路 、公共 施設、 店舗 、交通機 関のバリ アフリ ー化

の推進な どを中心 に議論 されま した 。  

 以上が 「地域の 整備方 針」に おけ る六つの 分野別方 針とな りま

す。  

 最後に ９ページ をご覧 くださ い。 ここでは 「まちづ くりの 推進

に向けて 」をテー マに、 先ほど ご説 明した分 野ごとの 方針を どの

ように実 現してい くか、 どのよ うに 取り組ん でいくべ きかを 検討

し、まと めました 。  

 大きく 三つの検 討事項 にまと めま したが、（１）としまし て【地
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域別まち づくり方 針を進 行管理 でき る仕組み を作って いくこ と】、

（２）とし て【継続 的な市 民と行 政の 協働体制 を作って いくこ と】、

（３）と して【市 民が主 体的に なっ てまちづ くりを推 進して いく

こと】を 挙げてお ります 。  

 以上が 「地域別 まちづ くり方 針市 民案」の 概要版の 説明と なり

ます。  

 今後は、この市 民案を受 けて、市の 内部で検 討してい きまし て、

市の案を 作成しま す。そ の後、 パブ リックコ メントな どの手 続を

経て、最 終的には 本審議 会にお 諮り し、決定 していき ます。 今後

も随時、 本審議会 に報告 をして いき ます。  

 以上で 報告を終 わりま す。  

【議長】  大変膨 大な資 料なの で、 概略とい う説明で ござい ます

けれども 、この説 明の中 で、何 かご 質問等あ りました ら。  

 はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  すみま せん、 １点だ けお 願いしま す。５ペ ージな ので

すけれど も、けや き並木 、寺社 と書 いてある のですけ れども 、丸

二つ目の 大國魂神 社、八 幡神社 と、 これ書い てあるの ですけ れど

も、八幡 というの はどこ の八幡 のこ とでしょ うか。八 幡宮、 八幡

町のとこ ろの話で すか。  

【議長】  説明を お願い します 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  府中競 馬場正門 前駅の 東側

の八幡神 社です。  

【委員】  八幡神 社って 言わな いで す。あそ こは八幡 宮です 。  

【議長】  「八幡 宮」で すね。  

【委員】  はい。 八幡町 の神社 のこ とでしょ う。  



  24  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  はい。  

【委員】  あそこ は八幡 神社と は言 わないの で、訂正 してく ださ

い。  

【議長】  そうだ ね、正 式な名 前は 「宮（ぐ う）」な んですね 。  

【委員】  「宮（ ぐう）」 です。  

【議長】  という ことで ござい ます 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  はい、 分かりま した。  

【議長】  はい、 ほかに はござ いま せんか。 ○○委員 さん、 どう

ぞ。  

【委員】  大分、 時間を かけら れて 、十分に 検討され て出て きた

というこ とで、そ れぞれ のこと につ いては、 出てきた ことに つい

ては、大 変評価で きるの ではな いか というふ うに思い ます。 中身

をあまり 細かく見 ていま せんか ら、 よく分か りません けれど も、

やっぱり 市民の検 討会で 出され たと いうこと について は、そ れな

りに重み があるの かと思 います 。  

 一番最 後のとこ ろに委 員の名 簿が 入ってい ますよね 。委員 の名

簿が入っ ていて、 それぞ れの地 区で 、人数が 多いとこ ろとか 少な

いところ とか、い ろいろ ありま すよ ね。何か ちょっと 違和感 があ

るのです 。要する に、そ れぞれ の地 区は、広 さとか、 多少違 うに

しても、 ほぼ内容 的には 同じよ うに 検討され たのでし ょうけ れど

も、委員 が少ない ところ と多い とこ ろがある 。これは 公募で 来た

人は全員 委員にす るみた いな感 じで そうなっ たのか、 どうい う経

緯で、地 区によっ て多い 少ない とい うことで 検討され たのか とい

うことを 、まずお 尋ねし たいと 思い ます。  

 もう１ 点、最後 に今後 につい ての ご説明が ちらっと ありま した
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けれども 、例えば 、この 市民か ら出 てきたも のと、例 えば府 中市

で総合計 画とかで 策定し ている こと とか、あ りますけ れども 、そ

ういうと ころの突 き合わ せだと か、 総合計画 にもある し、こ うい

う市民か らも出て きたと いうよ うな こともあ ると思い ますけ れど

も、例え ばこれま で総合 計画に ない ような形 のことが 初めて ポン

と出され てきてい るよう なこと 、内 部で検討 されるよ うなご 答弁

もありま したけれ ども、 これだ けボ リューム がありま すと、 かな

り、実際 に取り組 んでい くのは 大変 なのでは ないかと 思うの です

けれども 、せっか くやっ ていた だい て、何も しないで 、出た だけ

というの では問題 だと思 います から 、そのあ たり、き ちっと 検討

してほし いとは思 うので すけれ ども 、どのよ うに今後 これを 取り

組んでい くのか、 具体的 な考え 方が あればお 示しいた だけれ ばと

思います 。  

 以上で す。  

【議長】  名簿に ばらつ きがあ るけ れども、 これはど ういう こと

かという ことです ね。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  委員の おっしゃ るよう に、

確かに各 地域で、 ８地域 の中で ばら つきがご ざいます 。これ は委

員の構成 が、大体 １７０ 名ぐら いの 委員の中 で、団体 の推薦 が半

分、それ から一般 公募が 半分ご ざい ます。そ の一般公 募の中 で、

公募され た方の差 という ことに なり ます。一 番多いと ころと 少な

いところ で１５名 程度の 差がご ざい ます。  

 それか ら２点目 の、今 後の、 せっ かく出さ れた市民 の皆さ んか

らの提案 で、これ とのす り合わ せを どのよう に考えて いるの かと

いうご質 問ですが 、これ は市民 の皆 さんが検 討する段 階で、 市の
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職員も、 各部、各 課から 担当者 が入 って作業 をさせて いただ いて

おります。ですか ら基本的 には、あま りにもず れたとい います か、

そういっ たものは 補正し ながら 提案 されてき ています が、た だ、

市の中で の財政フ レーム ですと か、 政策的な 部分での 調整は 、ま

だ行って おりませ んので 、これ から 庁内検討 プロジェ クトが ござ

いますの で、そう いった ところ で細 かに検討 させてい ただき まし

て、市民委 員さん にもご報 告して 、本 審議会に もご報告 しなが ら、

議会とも 相談して 進めて まいり たい と考えて ございま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  では、 最初の 件は、 公募 で出てき た方は全 員、別 に人

数に関わ らず、全 員入れ たとい うこ となので すか。特 に抽選 とか

ではなく て、そう いうこ とで全 員入 れたので 、それで こうな った

というこ とでいい のです か。そ れな らそれで 理解しま す。  

 あと後 半の部分 につい ては、大 体 状況は分 かりまし たけれ ども、

議会の関 係とか、 あと基 本的に は総 合計画な りに沿っ ている とい

うことで 理解させ ていた だきま すけ れども、 かなり貴 重な提 案も

あるよう に、ぱら ぱらと 見ると 、確 かに総合 計画では 網羅で きな

かった細 かい部分 とかも 結構入 って いるなと いう感じ がして 、結

構いい提 案もある のでは ないか と思 いますの で、ぜひ そうい うと

ころをで きるだけ 吸い上 げてい ただ きまして 、確かに 財政的 なこ

ととか、 いろいろ あろう かと思 いま すけれど も、前向 きに取 り組

んでいた だければ と思い ますし 、こ の場とか 、あるい は議会 のほ

うにもき ちんと報 告をし ながら 進め ていただ ければと いうこ とを

要望して 、終わり ます。  
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 ありが とうござ いまし た。  

【議長】 たまた ま５地区 からは ○ ○委員さ んが入ら れてい るし、

８地区は ○○委員 さんも 出られ てい るから、 ２名、私 の知る 限り

で、この 中で委員 として 入って おら れますの でね。  

 はい、 ほかには よろし いです か。 はい、○ ○委員さ ん。  

【委員】  この内 容につ きまし ては 、市民案 というこ とでこ こに

出されて いるので 、行政 案では ない ので、行 政の方に 細かい こと

を伺うこ とではな いのか なと思 うの ですが、 ちょっと 教えて いた

だきたい のですが 、９ペ ージの とこ ろで「ま ちづくり の推進 に向

けて」と いう（２）で「継 続的な 市 民と行政 の協働の 体制づ くり」

というと ころがあ ります 。そこ で何 項目か出 ているの ですが 、そ

こで出さ れている 内容を 見ます と、 それぞれ の地域か ら、こ う微

妙に表現 が違うと いうの でしょ うか 、例えば 「仕組み をつく るべ

き」とか 、あと「 窓口を 設ける べき 」とか、 あと「考 える場 をつ

くるべき 」とか、「体 制を」とか 、表 現はいろ いろ違う のです けれ

ども、や はり何ら かの、 これを 進め るための 推進体制 づくり が提

案されて いるのだ と思う のです 。  

 このこ とについ て、今 後、行 政計 画をつく られると は思う ので

すけれど も、市の ほうと しては 、こ のような 市民から 受けた 提案

を具体的 に進める に当た って、 この ような何 らかの、 市民と 行政

との協働 の体制と いうの を、ど のよ うな形で 、今、作 ろうと 思っ

ていらっ しゃるの か。も し現段 階で 何か考え がおあり になれ ば、

その１点 をお願い いたし ます。  

【議長】  お願い します 。はい 、ど うぞ。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  施策に 対する市 民参加 の関
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係ですが 、ここで 書かれ ている こと というの は、表現 も委員 おっ

しゃるよ うに、い ろいろ な表現 がさ れている のですが 、行政 と市

民の皆さ んが一緒 にまち づくり をや っていき ましょう という 、そ

ういう体 制をつく りまし ょうと いう ことが述 べられて おりま す。  

 市とい たしまし ても、 特にこ の都 市計画マ スタープ ランに つき

ましては 、１７０ 名もの 市民の 方が 参加いた だいて、 ご意見 をい

ただきな がら進め ており ますの で、 都市計画 マスター プラン が策

定された 後も、そ ういっ た方た ちに 、今も声 をおかけ してい るの

ですが、 一緒にや ってい きませ んか というよ うなこと は、お 話し

をさせて いただい ており ます。  

 ほかの 政策云々 の話に つきま して は、今回 、都市計 画マス ター

プランの 関係です ので、 既存の パブ リックコ メントで すとか 、各

個別計画 の中での 市民参 加の関 係が ございま すので、 そちら のほ

うでやっ ていくと いうこ とにな ろう かと思い ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。○ ○委 員さん。  

【委員】  そうし ますと 、何ら かの 参加する ための場 を作っ てい

くお考え があると いうの が分か りま した。ち ょっと私 自身も 整理

する必要 があるの かなと 思うの です けれども 、この地 域別の まち

づくりと いう、そ のハー ド部分 と、 あと、こ の中でも 福祉の まち

づくりな どのソフ ト部分 とが、 どこ がどうい う決定権 といい ます

か、権限 とか意見 を反映 させる 場に なるのか というの が、市 民に

とっては 、とても 分かり づらい とこ ろもある かと思い ますの で、

行政が今 後、まち づくり方 針案と い うものを お出しに なると きに、

やはりそ のイメー ジの持 ち方と いう のでしょ うか、何 かその 辺を
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具体的に 市民に示 してい ただけ ると 、非常に ありがた いと思 いま

す。それ は要望で す。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  大変貴 重な時 間なの です けれども 、私もこ の市民 案の

検討に参 画してき た立場 で、二 、三 、ご要望 しておき たいと 思い

ます。  

 今、ご 論議の中 で、基 本的な 市の お考えも お聞きし ており ます

から十分 なのです けれど も、検 討し てきた委 員間でも いろい ろな

意見交換 をしてま いりま して、 率直 に言って 三つほど ご要望 して

おきたい と思いま す。  

 一つは 、やはり １８０ 人近い 委員 の方が、 延べ、多 いとこ ろで

十数回集 まって、 夜、６ 時半か ら大 体１０時 過ぎぐら いまで 論議

をしてき ました。 そうい う意味 で、 全部ボラ ンティア でござ いま

すし、そ のエネル ギーは 大変な もの だと思う のです。 ですか ら、

これが具 体的な市 民案と して形 が作 られてき た、そう いう過 程を

大事にさ れて、ぜ ひ市のほ うでも 大 切に受け とめてい ただき たい。

そのエネ ルギーを 十分酌 み取っ てい ただきた いという ことが まず

一つでご ざいます 。  

 二つ目 には、今 後も具 体的に は、 市として の骨格を なす施 策と

いうのは きちっと あるわ けです けれ ども、そ れに加え て、こ の市

民案とい うものが 、関連 する市 政の 中で具体 的な施策 として どう

生かされ ていくの かとい うこと に、 非常に我 々も期待 をして おり

ますし、 ぜひそう いう具 体的な 施策 をお考え になると きには 、こ

の市民案 というも のを生 かした 形で 実行して いただき たいな とい

うように 思うわけ です。  
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 それか ら三つ目 には、 今後、 １８ ０名近い 委員の方 々は、 自分

たちがや はり市民 案をつ くり出 した と、これ を生み出 すのに 関わ

ってきた と、言っ てみれ ば生み の親 という心 境にある わけで ござ

いました 。そうい う意味 では、 これ が今後ど う育って いくの かと

いうこと に非常に 関心を お持ち でご ざいます 。そうい う意味 で言

えば、今 後とも、 その関 係した 市民 委員の皆 さんとの 交流な り意

見交換の 場という ものを 、ぜひ 市も 機会を設 けていた だきた い。

と同時に 、具体的 なこの 案が市 の施 策に生か された場 合には 、そ

ういう場 を設けて 、その 市民委 員の 熱意にこ たえると いう形 で、

今後も交 流を続け ていた だきた いと いう、その 三つで ございま す。

よろしく お願いい たしま す。  

【議長】  はい、 大変貴 重なご 意見 だと思い ます。  

 ほかに よろしい ですか 。はい 、○ ○委員さ ん。  

【委員】  感想め いたこ となの です けれども 、第１地 域から 第８

地域まで の各論は 大変お もしろ く読 みました 。よく、 これは ばら

ばらです けれども 、大変 それぞ れお もしろい なという のが正 直な

感想で、それを まとめ た、こ の提言 書 というの は、市 の方が 多分、

一生懸命 まとめら れたの だろう と、 全部読ん でまとめ られた のだ

ろうと、 こう思う のです けれど も、 全地域と いうのが かなり ある

のですね 。それか ら過半 数を超 えて いるもの がかなり ある。 必ず

しもそう 書いてあ るわけ ではな くて 、非常に 上手に意 を酌ん で書

いてくだ さった結 果、こ うなる ので すけれど も、その 辺の兼 ね合

いがとっ ても難し い。そこ まで言 っ ているの か言って いない のか。

あまり書 いていく と、ま ちづく りの 全体構想 の話と個 々のま ちづ

くりの話 が、やや ごっち ゃにな るの ではない かなと。 この辺 のと
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ころの、 さっきの パブリ ックコ メン トの話が あったけ れども 、ど

れを載せ るか分か りませ んけれ ども 、その辺 のところ は非常 に難

しいなと いう感想 です。 特に全 地域 というの は非常に 上手に 書い

てありま す。だけ れども 、各論 にい くと、必 ずしもそ う書い てあ

るわけで はないと 。  

 それか ら、さっ きの各 論の部 分を 載せると したら、 さっき 八幡

宮と八幡 神社とい うのが ありま した けれども 、第４地 域の人 たち

は八幡神 社と言っ ており ますし 、そ の辺、個 々、使い 方はい ろい

ろ見られ ておりま すから 、その パブ リックコ メントを どの部 分ま

でするか 分かりま せんけ れども 、そ の辺、よ く兼ね合 いを考 えな

がらやっ ていただ かない と、ち ょっ と大変か なという 感じも しな

いでもな いと。こ れは感 想です 。  

【議長】  はい、 おっし ゃるこ とは よく分か るような 気がい たし

ます。  

 それで は、おお むね報 告了承 とい うような 格好です ね。  

 それで は、時間 の関係 もござ いま すので、 報告了承 とさせ てい

ただいて よろしい でしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  はい。 ありが とうご ざい ます。  

 それで は、次に 移りま す。日 程第 ３、その 他でござ います が、

事務局の ほうから ござい ました ら、 お願いい たします 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  事務局 からは、 府中都 市計

画生産緑 地地区の 変更（ 削除） 予定 について と、次回 開催予 定に

ついての ２件をご 報告さ せてい ただ きます。  

 それで は、ま ず１点 目の、府中都 市 計画生産 緑地地区 の変更（削
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除）予定 について 、担当 主査よ りご 説明いた します。  

【議長】  はい、 お願い します 。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  今後、生 産緑地地 区の削 除が

予定され ているも のにつ きまし て、 本日、お 手元にお 配りし てお

ります、 右上に「 資料」 と入っ た「 府中都市 計画生産 緑地地 区の

変更（削 除）予定 につい て」の Ａ４ 横の資料 に基づき ご報告 させ

いだたき ます。  

 １ペー ジをご覧 くださ い。右 下に 凡例がご ざいます が、黒 丸で

お示しし てござい ます部 分が、 生産 緑地法第 １０条の 規定に 基づ

く「買取 り申出」 の手続 があり 、現 在、生産 緑地とし ての制 限が

解除され ている地 区でご ざいま す。  

 場所は 、甲州街 道の北 側、い ちょ う通りの 西側に位 置した ２地

区でござ います。 これら の生産 緑地 地区につ きまして は、都 市計

画の削除 変更とし て、本 年５月 ごろ 開催予定 の本審議 会に付 議す

る予定で ございま す。  

 以上で す。  

【議長】  これは 死亡か 何かに よる 相続か何 かが発生 したわ けで

すか。死 亡による ね。と いうよ うな ことで、 次回はこ の件に つき

まして、 お諮りす るとい うこと です ね。  

 はい、 どうぞ。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  続きま して、２ 点目の 、次

回の府中 市都市計 画審議 会の開 催日 程及び案 件につい てお知 らせ

いたしま す。  

 日時で ございま すが、 ５月中 旬ご ろを予定 してござ います 。  

 案件に つきまし ては、 府中都 市計 画生産緑 地地区の 変更、 それ
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から府中 都市計画 幸町二 丁目地 区地 区計画の 決定など を予定 して

ございま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ほかに 委員さ んのほ うか ら何かご ざいませ んか。  

 ほかに ないよう でござ います ので 、これを もちまし て府中 市都

市計画審 議会を閉 会とい たしま す。  

 長時間 ありがと うござ いまし た。  

午後３時 ００分閉 会  
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以上、会議 のてん 末を記 載してそ の 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長   ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員   ○   ○   ○   ○  
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